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尾張旭市鳥獣被害防止計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜連絡先＞ 
                   担 当 部 署 名　尾張旭市都市整備部公園農政課 
                   所 在 地　尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 
                   電 話 番 号　０５６１－７６－８１３３ 
　　　　　　　　　 F A X　０５６１－５２－３３３９ 
                   メールアドレス　kouennousei@city.owariasahi.lg.jp 
 
 

 
計画作成年度 令和７年度

 
計画主体 尾張旭市



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 
２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 
（１）被害の現状（令和６年度） 

（令和７年６月実施「令和６年度野生鳥獣による農作物の被害状況調査」より） 
 
（２）被害の傾向 

 
（３）被害の軽減目標 

 
（４）従来講じてきた被害防止対策 

 
（５）今後の取組方針 

 　対象鳥獣 　イノシシ
 　計画期間   令和８年度～令和１０年度
 　対象地域 　尾張旭市

 鳥獣の種類 被害の現状
 品　目 被害数値
 イノシシ 野菜類 ０ａ

 　市内北部に位置する愛知県森林公園の山林沿いの地域でイノシシが出没

している。家庭菜園での被害や民家近辺での目撃例もあることから、現状

の農業被害としては零細であるが、今後、イノシシによる農業被害・生活

環境被害が懸念される。

 指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度）
 イノシシ ０ａ ０ａ

 従来講じてきた被害防止対策 課題
 捕獲等に

関する取

組 
 

平成２９年度から市市民生活部環

境課が委託により箱わな及びくく

りわなを設置している。森林公園

内では、平成３０年度から愛知県

県有林事務所、指定管理者、ゴル

フ場運営会社がそれぞれ委託によ

りわなを設置している。

近隣住民への配慮 
 
 
 

 防護柵の

設置等に

関する取

組

森林公園内で、ゴルフ場運営会社

が独自で侵入防止柵（電気柵）を

設置している。 

 
 
 

 ・被害状況から選定した場所にわなを設置して、継続的な捕獲を目指す。 
・情報収集を行い、正確な被害状況の把握に努める。



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 
（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 
（２）その他捕獲に関する取組 

 
（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 

 

 
（４）許可権限委譲事項 

 
４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 
（１）侵入防止柵の整備計画 

 
（２）その他被害防止に関する取組 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

 ・市市民生活部環境課を通じて民間業者へわなの設置・管理を委託する。 
・必要に応じて関係機関と連携し対応を図る。

 年度 対象鳥獣 取組内容
 ８～１０ イノシシ 市によるわなの設置

 　捕獲計画数等の設定の考え方
 捕獲実績は、令和５年度に１６頭、令和６年度に９頭、令和７年度１２

月末時点で８頭である。市単独での捕獲実績としては、令和５年度に１頭、

令和６年度に２頭である。農業被害の規模、直近の目撃状況等も踏まえ、

市単独での令和８年～令和１０年度の年間捕獲計画数は１頭とする。今後、

被害の拡大が見られれば、捕獲計画数の増加を検討する。

 対象鳥獣 捕獲計画数等
 　令和８年度 　令和９年度 　令和１０年度
 イノシシ １頭 １頭 １頭

 　捕獲等の取組内容
 被害状況から選定した時期・場所で３か月間わなを設置する。

 対象地域 対象鳥獣
 尾張旭市 愛知県事務処理特例条例に基づき鳥獣捕獲許可事務

は、愛知県から権限移譲済み。

 対象鳥獣 整備内容
 　　　　　年度 　　　　　年度 　　　　　年度
 

 年度 対象鳥獣 取組内容
 ８～１０ イノシシ 情報収集を行い、正確な被害状況の把握に努める。



おそれがある場合の対処に関する事項 
（１）関係機関等の役割 

 
（２）緊急時の連絡体制 

（注）　緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。 
 
６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 
７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

 
８．被害防止施策の実施体制に関する事項 
（１）協議会に関する事項 

 
（２）関係機関に関する事項 

 関係機関等の名称 役割
 尾張旭市都市整備部 

公園農政課

関係機関等との連絡調整、現場対応、周知

 尾張旭市市民生活部 
環境課

関係機関等との連絡調整、現場対応、周知

 瀬戸猟友会（尾張旭支部）対象鳥獣に関する指導、助言等
 守山警察署 住民からの通報を受けて、市に連絡、警察官職

務執行法第４条第１項に基づく措置全般。

  
 
 
 
 
 
 
 

 捕獲後、委託先の民間業者を通じて焼却処分することを基本とする。必要

な場合には、豚熱検査を行う。

 

 協議会の名称
 構成機関の名称 役割
 

 関係機関の名称 役割

住民

警察署
尾張旭市都市整備部

公園農政課

猟友会地域住民・学校等

尾張県民事務所

現
場
対
応

通報

周知・注意喚起

連携

情報共有 
指導・助言

尾張旭市市民生活部

環境課

連携

尾張農林水産事務所

情報共有 
指導・助言

通報



 
（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 
（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 
９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 
 
 
 

 尾張旭市都市整備部 
公園農政課

現場確認、情報収集、連絡調整、広報活動

 尾張旭市市民生活部 
環境課

捕獲の委託、現場確認、連絡調整

 瀬戸猟友会（尾張旭支部）被害防止対策に関する指導、助言等
 愛知県尾張農林水産事務

所

被害防止対策に関する指導、助言等

 愛知県尾張県民事務所 対象鳥獣の保護管理の適正化

 

 

 


